
ジェネリック医薬品

の利用については、

医師や薬剤師に相

談しよう。

ふらつき、めまい、物忘

れ、食欲低下など、気に

なる症状があるときは、

必ず医師や薬剤師に相

談しよう。

薬の選択や用法・用量については、薬

局の薬剤師などの専門家に相談しよ

う。また、症状の改善が思わしくない

場合には医療機関等を受診

しよう。
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国民健康保険と後期高齢者医療制度のお知らせ
●７月末までに新しい被保険者証を郵送します。

　８月１日以降は、今回郵送する新しい被保険者証を医療機関等の窓口に提示してください。

　なお、現在お使いの被保険者証の有効期限は、７月末までです。有効期限が切れた被保険者証は、

住民課へ返却するか各自破棄してください。

●保険税（料）を滞納すると…
　保険税（料）を滞納すると、通常よりも有効期限の短い「短期被保険者証」に切り替わります。納付が
さらに滞ると、被保険者証ではなく「資格証明書」が交付され、医療費の全額を一時的に自己負担して
いただきます。
　事情により納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。

●「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

　認定証をあらかじめ医療機関などの窓口に提示することで、１か月の医療費の支払いが一定額にと

どまります。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額になります。

国民健康保険加入者

・世帯主宛に世帯の被保険者分を同封して郵送します。

・７０歳～７４歳の方は、被保険者証と高齢受給者証が一体となった証を郵送します。自己負担割 

　合は、前年中の所得などによる判定で２割または３割となります。

●ジェネリック医薬品を利用しましょう

・ジェネリック医薬品とは？

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医薬品）の特許期間

終了後、新薬と同じ有効成分を含み、同じ効能・効果を持つ医薬品のこと

です。新薬に比べ価格が安く、薬代の負担を軽減することができます。

・ジェネリック医薬品差額通知について

　ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、一定額以上軽減されると見込

まれる方に、「ジェネリック医薬品差額通知」を送付しています。この通知

は、薬にかかる自己負担額がいくら安くなるかをお知らせするものです。

●セルフメディケーションの推進について

・セルフメディケーションとは？
　自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分
で手当てすることをセルフメディケーションといいます。
　日頃から健康増進に努め、軽度な症状のときは市販薬
を上手に活用しましょう。健康の維持・管理に自ら積極的
に取り組むことが、病気の予防と医療費の適正化につな
がります。

●ポリファーマシーについて ～たくさんの薬を服用していませんか？～

・ポリファーマシーとは？
　たくさんの薬を服用することにより、副作用や体調に好ましくな
い影響を起こすことをポリファーマシーといいます。高齢者では、処
方される薬が６つ以上になると、副作用を起こす人が増えることが分
かっています。

・お薬手帳は１冊にまとめましょう

　お薬手帳は、同時に複数の医療機関や薬局を利用している場合で
も、１冊にまとめましょう。薬の重複や飲み合わせなどをチェックす
ることができます。

▶問い合わせ先＝住民課　国保年金係　　　　９１３４56☎

後期高齢者医療加入者

・被保険者宛に黄色の被保険者証を郵送します。

・今回郵送する黄色の被保険者証の有効期限は、９月３０日までとなります。１０月に制度改正

　があるため、１０月１日からの被保険者証は改めて９月末までに郵送します。

　※１０月１日から窓口負担割合が見直されます。詳細については、広報かみのかわ９月号及び町

　　ホームページに掲載します。

・自己負担割合は、前年中の所得などによる判定で１割または３割となります。

国民健康保険加入者

・現在交付されている認定証の有効期限は、７月末までです。８月以降も認定証が必要な方は、８月

　１日以降に住民課国保年金係で申請をしてください。

・７０歳～７４歳の方で今年度の所得区分が現役並み所得者Ⅲまたは一般に該当する方は、被保険

　者証兼高齢受給者証が認定証を兼ねるため、申請は不要です。

後期高齢者医療加入者

・過去に認定証の交付を受けたことがあり、今年度の所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、または低所

　得区分に該当する方は、認定証を被保険者証に同封して郵送します。

・今年度の所得区分が現役並み所得者Ⅲまたは一般に該当する方は、被保険者証が認定証を兼ね

　るため、認定証は交付されません。

※所得区分については、町ホームページをご覧ください。
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。
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広報かみのかわ　2022.7.17

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。


